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   This paper aims to consider the direction of China's SOB (State-Owned Enterprises) Reform . Chinese 
Government has wrestled with the reform of SOEs as one of the most important tasks . According to Official 

Statistics, about one-third of the SOEs were operatirigat a loss. Unemployment due to increasing number of 

SOEs going out of business has become the top concern of policy makers. 

  Under this circumstance, many reports, papers, and proposals concerning with reform of SOEs have been 

made public up to the present. In these research materials, research report "Corporate Governance and SOES 

Reform in China7 is much valuable work, including research achievements on rationales of SOEs. policy 
environment of three types of SOEs, corporate governance of SOEs and legal frameworks for three types of 

SOEs and so on. This resear ch report was written during June 1997 and June 1998 by Dr. Yu Li , Professor 

and Director of MBA -Center, Dongbei University of Finance and Economics and by Dr. MA Jun, 
Economist,'International Monetary Fund. 

   I clarified in this paper the possible ways of China's SOEs reform by introducing the above research 

report and analyzing the contents precisely. 

  This paper is composed with six chapters. Chapter 1, titled "Movement and Wrestle of SOEs Reform in 

China" describes the recent movement of policy and wrestle of Chinese Government in SOEs Reform . 
Chapter 2, titled "Classification of SOEs and their , Dual Objectives" stresses the necessity of classification 
and dual objectives of SOEs. Chapter 3, titled "Rationales of SOEs" discusses the rationales for three types 

of SOEs. Chapter 4, titled "Policy Environment of Three Types of SOEs" looks, at the different features of 

policy environment applied to different types of SOEs. Chapter 5, titled "Corporate 6overnance of the Types 
of SOEs" analyzes the corporate governance structures for these types of SOEs. Chapter 6', titled "Legal 

Frameworks for Three Types of SOEs" studies the legal frameworks appropriate for these type's of SOEs. 
Finally, the conclusionwill be presented.
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は じめに

国有企業の改革は、中国政府 にとって最重要課題の1つ である。国有企業は3分 の1以 上が負

債 をかかえてお り、かつその負債額の合計は巨額である。1998年3月 に朱容基首相は 「3年 以内

に大半の大型国有企業 を苦境か ら脱皮 させる」 と宣言 したが、その改革は一方で失業の増大等社

会不安 を引き起こし、1999年9月27日 に発表された 「国有企業改革 と発展の若干の重要問題に関

する中国共産党中央委員会の決定」では努力 目標 に置 き換え られ、2010年 までに国有企業の改革

と再編成 を行うとい うようにその解決が先延ば しされた。

このような国有企業の改革が揺れ動 く状況下で、国有企業改革に関する議論や提案が多 くなさ

れているが、その中でYuLiandMAJ㎜,"C卿orateGovemanceandSOEsRefo㎜inChina"1ま 従来

の国有企業のとらえ方の不合理性を指摘 し、国有企業 を類型化 し、その類型毎 に国有企業の改革

とその企業統治のあり方 を提案する極 めて貴重な研究報告 といえる。

そこで、本稿 は、上記研究報告を紹介 し、その内容 を検討 しなが ら中国国有企業改革の方向に

ついて考察を行った。

1中 国における国有企業改革の動 向 と取組

1.1国 有企業改革への新たな取組

中国共産党の第15期 中央委員会第4回 全体会議(四 中全会)は 、1999年9月22日 に 「国有企業

改革 と発展の若干の重要問題 に関する中国共産党中央委員会の決定」 を採択 し、中国共産党中央

委員会は、同月27日 に公表 した。この決定は、全文12節 からなる長文であるが、その概要は以下

の とお りである%

(1)国 有企業の改革 と発展の推進は重要かつ差 し迫 った任務である。

国有企業の改革は、経済体制全体の改革の中心の一環である。社会主義市場経済体制 を確立 し、

完全な ものにし、公有制 と市場経済の効果的な結合を実現す る面では、国有企業に市場経済の要

請に応える管理体制 と経営 メカニズムを構築させることが最 も重要である。

(2)国 有企業の改革 と発展の主要な目標 と指導方針

第15回 党大会と党の15期 一中全会 は、約3年 をかけて大多数の国有大中型欠損企業 を苦境から

脱出させ、今世紀 までに大多数の国有大中型中堅企業が現代企業制度 を一応確立するように努力

することを提 出した。国有企業の改革 と発展を押 し進めるためには、なりよりもまず この 目標実

現のために最大の努力 を傾けなければならない。

2010年 までの国有企業の改革 と発展の目標は、経済体制 と経済成長方式 とい う2つ の根本的な

転換 と対外開放拡大の要請に適応 し、戦略的調整 と改組 を一応完成 し、比較的合理的な国有経済

の配置と構造 を形成 し、比較的完全 な現代企業制度を確立 し、経済的効果が明 らかに向上 し、科

学技術開発能力、市場競争能力、 リスク対応能力 を著 しく増強 し、国民経済 に国民経済の中でよ

りよく主導的役割を果たさせることである。

(3)戦 略的面か ら国民経済の配置を調整する。

国民経済の役割は、国有独資企業 を通 じて実現 しなければならないが、それにもまして株式制

を大いに発展 させ、国有の持株企業 と株式参加を通 じて実現することを模索 しなければならない。

国有経済は、必要な数量を保つべ きであるが、それにもまして配置を最適化 させ、品質を高めな

ければならない。

(4)国 有企業の戦略的改組 を推進する。
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実力と競争の強い大手企業 と企業グループの育成に力 を入れ、そのうちの一部は、地域、業種、

所有制、国籍 に跨って経営する大手企業 グループになることができる。 また、引 き続 き改組、連

合、併合、 リース、請負経営、株式合作制、売却など、いろいろの形式で国有中小企業 を自由化、

活性化 させなければならをい。

(5)現 代企業制度を確立 し、完全なものにする。

引き続 き行政 と企業の分離を押 し進める。政府 は企業の日常経営活動に干与せず、企業は、法

によって自主的に経営 し、責任をもって所有者の純資産の価値を保全 ・増大 しなければならない。

国家所有、分級管理、授権経営、分業監督 という原則 にのっとり、国有資産の管理 ・監督 ・運

営システムとメカニズムを徐々に構築 しなければならない。さらに、株主総会、董事会、監事会

と経理の職責 をそれぞれ明確 にし、それぞれ責任 を負い、強調 して運営 し、効果的にバ ランスを

保つ という公司法人による管理の構造 を形成 しなければならない。

(6)企 業管理 を強化、改善する。

企業管理を強化 し、科学的管理のレベルを高める。 コス ト管理、資金管理、品質管理、あるい

は全国統一の会計制度 を確立 し、健全にす る。 また、近代 的な管理技術、方法、手段 を広 く採用

する。

(7)国 有企業の資産負債構造 を改善 し、企業の社会的負担を軽:減する。

負債率が高 く、資本金が不足 している国有企業に対 しては、債務の株式への転換 を実行する。

また、企業の福利厚生事業の職能を徐々に政府負担 に移行する。

(8)人 員削減による収益増、再就職、社会保障活動 をうまく行 う。

人員整理 と増収 を有機的に結 びつけて、企業のコス トダウン、効率向上、収益増加の 目的を達

成 しなければならない。従業員の レイオフの手続 きを規範化 させ、企業再就職サービスセ ンター

をうまく運営するとともに、社会保障基金を充実させ なければならない。

(9)国 有企業の技術進歩 と産業のグレー ドアップを加速する。

市場をリー ドし、先進的技術 で在来の産業 を改造 して、既存企業の技術改造 を強化すること、

及び電子情報、バイオテクノロジーなどの新興産業 とハイテク産業が先導的役割 を果たすことが

その方向と重点である。

(10)国 有企業の改革 と発展のために良好な外部環境 をつ くる。

対外開放、各種市場の発展、仲介サービス体系、さらには社会主義市場経済の法制度の整備 ・

確立 を図る。

(11)高 素質の経営管理者陣を建設する。

国有企業の人事制度改革の深化、国有企業経営管理者の奨励制度と制約メカニズムの確立等 を

通 じて高素質の経営管理者陣、多数の優 れた実務家を育て上げる。

(12)国 有企業の改革 と発展活動に対する党の指導 を強化する。

党の指導の強化 と改善は、国有企業の改革 と発展 を速める根本的保証である。党の政治面の強

みの発揮 を市場メカニズムの運用 と結びつけ、各方面の積極性を引き出し、国有企業の改革 と任

務 の順調な達成を確保 しなければならない。

以上、雑駁 に 「決定」の概要 をみてきたが、この 「決定」の文案が決まるまで、原案に200カ 所

以上の修正が加えられたとされている。それだけ国有企業改革には困難で根深い問題が潜んでい

ることを物語っているといえよう。「決定」の内容は広範囲かつ、網羅的であるが、その特徴 とし

て以下の点をあげることがで きる。
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第 一 に、朱容基首相は、1998年3月 に、国有企業、金融制度、行政機i構の3大 改革 を3年 以内

に実現することを公約 として掲げ、1特に、国有企業の改革は、市場経済の原理に沿って推進する

ことを表明 していた。 しか し、今 回の決定では、まず、朱容基首相が公約 していた3年 以内の改

革とい う目標 は、「実現に最大限の努力をつ くす」 という努力 目標 とな り、2010年 までに 「戦略的

調整 と改組を基本的に完成」するというように改革完了が事実上先延 ばしされたことである。こ

の背景には、朱首相の急速な改革 により、失業の増大 をもたらし、 これが社会の安定 を損ないか

ねないという危惧があったことによる。実際に、国有企業における失業問題は深刻で、例 えば、国

有企業 と国家持株企業における下崗(シ ャーカン)労 働者は、全体の97.3%を 占める とされる2)。

また、国有企業の改革には、国有企業内の共産党組織の トップである 「党委員会書記」が董事長を兼

任することができるとして、党の指導強化 を全面に打ち出したことも大 きな特徴の1つ である。

第2に 、国有経済が担当する分野 と撤退する分野をはっきりさせたことである。国有経済がコ

ントロールする必要のある業種 と分野は、主 として、国家の安全にかかわる業種、自然独占にか

かわる業種、重要な公共製品 とサービスを提供する業種、及び支柱産業、ハイテク産業の重要な

中堅企業 を含む、国民経済の命脈 にかかわる分野であ り、それ以外は戦略的に改組 ・縮小す るこ

とを明らかにした。

第3に 、負債が重す ぎて苦境に陥った一部の重点的国有企業に対 しては、その債務の株式へ の

転換 の実行を提示 したことである。以前か ら株式会社への転換や合併、民間への売却、設備の リ

ースなどが推奨 されてきたが、今回、企業債務の株式転換により、国有企業の高い負債率を低下

させ ると同時に、債権者にとっても株式数に応 じて経営権が得 られ る道が開かれることになる。

1978年 、第3回 中央委員会総会(三 中全会)で 採択 された改革 ・開放政策から20年 を過 ぎた今

日では、国有企業の工業生産全体 に占めるシェアは、30%以 下に下落 し、中国経済におけるその

地位 は大 きく低下 した。しか し、国有企業は、社会主義体制 を支える 「公有制」の 柱である。従

って、中国経済 において国有企業の比重が低下することは、社会主義の否定につなが りかねない

という声が根強 く残っている。実 は、 このことが中国国有企業改革問題の深さの根幹 となってい

るといえよう。

1.2国 有企業の特質一地方政府 と国有企業との関係

国有企業は、中央政府 と地方政府 によって所有 されている。かって、国有企業は 「国営企業」

と呼ばれていたが、1992年 から 「国営企業」の代わ りに 「国有企業」 という言葉が用いられるよ

うになった。これは、「所有 と経営の分離」 を強 く意識 した上での用語の変更 とみ られる。『中国

統計年鑑』によれば、国有企業 とは、「生産財が国家所有 に帰属する一種の経済類型であ り、中央

及び地方の各級国家機 関、軍隊、研究機関、学校、人民団体及び国有経済企業 ・事業単位などに

より運営 される」 ものとされる。

このような国有企業は、地方分権化改革が進展する過程で、国有企業の所属 とそれに対する管

理権限が中央政府から地方政府に移管され、現時点では、大部分の国有企業が地方政府の管轄下

に置かれている。 これは、国有企業 に対する所有権のうち、実際の所轄権(財 産権)を 地方政府

に預託 したものと考えられている。

国有企業の中央政府から地方政府への管轄権限の移管は、地方政府 と企業 との問に新たな利

害 ・衝突を生んだといわれている。すなわち、中央政府 に代わって地方政府 自体が投資主体 ・利

益主体 となって、所轄国有企業に対する干渉、あるいは保護する活動が行われたため、かえって
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地方政府 と国有企業 との結びつきが強化 された。この結びつ きは、・マクロ的にみると、生産要素

市場の形成や地域経済の発展に貢献 したという積極的な役割が評価される一方、地方政府が自ら

の財政収入の確保 を図るため、地域エ ゴイズ ムが台頭 した り、国有企業の経営 自主権 を軽視 した

直接的な行政管理、監督黍行われるなどの問題 も生 じさせた。

このような地方政府の国有企業 に対する直接 的な介入、干渉は、地方政府 と所属す る国有企業

との新たな隷属関係 を生みだ し、地方分権化が進展 しても、企業の所有者である行政主管部門 と

国有企業との もたれあい構造は変わ らず、いわば行政の縦 ・横分割体制の枠組みの中での伝統体

制の一種の変形にすぎない。その意味で従来の経済体制 を直接的な官僚体制 とすれば、地方分権

化の下での経済体制は、間接的管理体制 と呼ぶ ことができるであろう3)。つまり、中央 レベルでは、

政府行政機関 と企業の分離が進んだが、地方 レベルでは、逆に 「政資不分」(行 政権 と企業所有権

の一体化)の 状況が生 じ、一部には、国有企業の経営自主権 を横取 りするなど、地方政府の専断

的行動が行われていると論 じられている4)。

確 かに、地方政府 と国有企業 との間の関係は、全体的には上記のような傾向がみられるか もし

れないが、 こうした状況 も徐々にではあるが、改善 されているのではないだろうか。筆者 は、

1999年7月 か ら12月 にかけて、3回 、大連市政府及びその管轄下にある国有企業をヒアリング し

たが、大連市政府は国有企業の改革に積極的であり、企業の創造性発揮に意欲的に取 り組み、業

績 を向上させている国有企業 も少なからず見受けられた。

例えば、大連盛道集団 という国有企業は、1982年 、 もともとプラスチックのカラー印刷工場 と

して創業 し、創業当時は、従業員70名 足 らず の企業であったが、その後、技術開発等自らの主体

的な努力 と改革に よって、他の国有企業 を傘下におさめ、現在ではグループ企業18社 を抱 え、従

業員数 も技術者500人 を含め3,200人 の企業に成長 している。外国企業 との合弁 も積極的で、日本、

ドイッ、シ ンガポール等 と合弁会社 を設立 し、 グループ全体で、1996年 、販売額407百54万 元

(日本円5298億 円。1元13円 で換算)、 利益7百232千 元(日 本円94百 万円。換算率同 じ)を 計上

している。

会社組織 をみると、董事会は7名 で構成 され、グループ企業の総経理が就任 している。総経理

は董事会メンバーの3分 の2以 上の賛成によって選任 され、 また監査役会は7名 で構成され、大

連市か ら5名 、従業員代表1名 、労働組合主席1名 となっている。この企業は大連市軽工業部の

管轄 に属することか ら、監査役会に大連市か ら5名 の監査役が就任 しているが、地方政府 と企業

との関係 は良好である。

この大連盛道集団の場合は、国有企業改革成功の数少ない事例の1つ であるとの指摘があるか

もしれないが、大連市 にある他の国有企業において も経営主体性 をもって運営 し、業績をあげて'

いる企業がみ られた。国有企業の改革 ・整理 は、それがただちに利益 を生む体質に転換 している

かはともか くとして、着実に進んでいるのではないかと思う5)。

1.3国 有企業改革をとらえる視点一YuLiandMAJunの 研究報告の紹介

今 まで国有企業 を中央及び地方各 レベルの政府 によって所有、管理 されている運営主体である

と述べ たが、国有企業 にはい くつかの類型があ り、実際に、国有企業は生産する製品や提供する

サービス、市場 の条件、政府の政策遂行 目的等に応 じてさまざまな形態をとっている。従 って、

国有企業 を単一モデルとしてとらえ、すべ ての国有企業に単一な戦略 を一律 に適用す ることは、

妥当性 に欠 くといえる。 この点 を強調 し、国有企業の異なる類型毎 に異なる政策を適用すべ きで
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あると主張するのが、本稿で紹介する研究報告"ColporateGovemanceandSOEsRefo㎜inChina"

である6)。この研 究は、1997年6月 か ら1998年6月 にかけて行われたもので、主 として東北財経

大学MBA教 育センター主任 于立(YuLi)教 授(博 士)と 国際通貨基金エコノミス ト 」弓駿(MA

Jun)博 士によって執筆された。

この研究報告は以下のとお り7つ の章か ら構成 されている。

第1章 国有企業の分類 と"二 重性"

第2章 国有企業の根本的理由

第3章 国有企業改革の国際経験

第4章 国有企業の3類 型の政策環境

第5章 国有企業の3類 型の企業統冶

第6章 国有企業の3類 型の法律枠組み

第7章 結論

本稿では、紙幅の関係等で第1-2章 、及び第4章 一6章 までの内容を翻訳 し、紹介 している。

この研究報告は、中国を母国とする国有企業研究の第1人 者の手 による国有企業改革 の処方箋で

ある。筆者は、この研究報告の翻訳 に当たって、著者の1人 である于立教授 と直接に2回 打 ち合

わせを行 った。 しか し、企業の概念、構造等 日本 と中国とで決定的に異なる点もあり、 日本語に

適切に翻訳 しきれない部分がい くつかあった。これは、 日本 と中国で経済体制が異な り、従 って

企業の統冶構造 も同 じでないことか ら起因する ものである。

この研究報告が提案 している国有企業の類型化一政府企業、特殊法人、株式会社企業一は、国

有企業の概念を明確にする上で大いに役立つ し、 またそれぞれの類型毎 に適用 される企業統冶構

造と適切 な法律枠組みの考え方は優れた考察であ り、中国国有企業改革の方向を研究するに際 し

ての貴重な研究文献である。

なお、この研究報告は、あ くまで も著者の個人的見解であ り、東北財経大学や国際通貨基金、

その他の機関の意見を代表 したものでないことを付記 してお く。以下、本稿Hか らVIまで におい

てこの研究報告の内容を紹介する。

皿 鹽国有企 業の分類 と"二 重性"

H.1背 景

過去18年 以上にわたる実質的な分権化 と市場化改革は、大部分の中国国有企業を厳格 な計画統

制から解放 したけれども、 これ ら企業の経済成果は急激に低下 した。1980年 から1996年 まで、国

有企業における総粗生産額の割合 としての平均利益率は、25%か ら12%に 下降 した。非国有企業

と比べると、国有企業は、全体 として成長速度が遅 く、その結果 として、国有企業の総工業産出

高の割合は、1980年 には78%を 占めていたが、1997年 には28%に 下落 した。政府統計によれば、

過去数年にわたり、国有企業の約3分 の1は 、損をして経営が行われていた。

1996年 、歴史上初めて国有企業は全体 として損失をこうむった。苦境 に陥っている国有企業 を

救うための、(財 政的、あるいは準財政的な)政 府補助金は、財政当局の一大負担であ り、銀行 シ

ステムの改革のための障害 となっている。事業が行 き詰 まっている国有企業の増加による失業は、

政策決定者の最大の問題となっている。

国有企業の業績不振の原 因は、非常に論争の的である。 しか しなが ら、現在の国有企業の形態

では、経営管理者 と従業員 に効率性 を改善 し、企業の長期的成長 を追求するための、限定された
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奨励 しか与えられていない、という広 く一致 した見方が学界 と中国政府双方にある。多 くの実証

的証拠 によれば、大多数の鹵有企業の経営管理者 と従業員は、企業の長期的成長 を犠牲 にして、

短期的利益(例 えば、賃金の過剰支払や同種類の手当)を 最大化す る傾向にあることを示唆 して

いる。分権化は、所有者(国 家)の 利益 を確実にす るために弱体化 した機構 と一体化 させ ると、'

最 もよく機能するが、"内 部者競制"、 即ち、経営管理者と従業員の短期 的利益最大化の行動 によ

る資源の誤配分の問題を悪化 させた。

過去の改革の局限性及び不持続性 という認識の増大か ら、中国政府は、1980年 代中葉から実験:

的な株式制度を開始 した。これら株式会社の大部分は、別の機関による有限従業員持株制 と株式

持ち合い を導入すると同時に、少数の会社 は、株式の一般公開が正式 に認可 された。最初の数年

による慎重かつ限定的な適用の後、実験:的な株式会社は、(郷 区及び郷区以上で)1996年 に、8000

以上に激増 した(1997年 国家統計局)。・しか しながら、 この実験:的試みに参加 した株式会社の大多

数は、中国政府が多様な所有制度を大型及び超大型国有企業に導入することに気が進 まないこと

か ら、中小あるいは中堅規模の国有企業であった。

1995年 、国有企業の会社化(公 司化)を 中心 目標 とした"現 代企業制度"の 実験 を開始 した。

この改革の主要な要素は、以下の点を含むものであった。

(1)国 有企業、特 に大型国有企業を明確 に定義された所有制度 と企業統冶構造をもった会社 に改

変す ること。 この制度の下では、会社化 された国有企業 は、所有者の利益 を代表する取締役会

(董事会)を 設立することが必要とされる。

(2)(地 理的、部門別に、あるいはその両方に集められている)個 人会社の活動を,国 家 を代表 し

て、及び取締役会を通 じて監督する単独法人組織体 を創設すること。国家所有資産を管理する機

構(例 えば、国有資産管理機構)が 現在の主管機構 と主管省に取って代わることになるだろう。

(3)会 社法(公 司法)に 従って、会社化 した国有企業の監査役会(益 事会)を 創設すること。そ

の機能は、取締役や経営管理者がいかなる非法な活動、あるいは会社の利益 を妨害する活動 に関

与 しないことを保証 し、さらに、必要であると考 えられる時はいつでも臨時株主総会を召集する

ことを含む。 このような取締役会には、経営管理 とその企業の製品の市場に関する知見 をもった

外部専門家を含むべ きである。

(4)政 府の管理機能を会社化 した国有企業の営利機能 と明確 に分離すること。
"現代企業制度"の 根幹 をなす基本仮説 は

、一旦、国有企業の"所 有者"が 明確 に確認 され、

その利益が取締役会における代表を通 じて表示されれば、経営管理者や従業員の短期的行動は効

果的に統制 されるだろう、 ということである。運悪 く、 この制度を実験 している多 くの企業から

得 られる証拠は、実際の遂行は、期待 された ものとかな りそれてお り、さまざまな短期的行動の

問題は残ったままであることを示唆 している。これら実験:的企業か ら浮かび上がっている主要な

企業統冶問題は、次の とお りである。

(1)全 国100の 実験企業(70の 実験:企業は国家経済貿易委員会、他の30の 企業は国家経済体制改

革委員会に監督 されている)の 中で、80%の 企業が、"国 有独資企業"の 組織形態を選んで吟た。

地方 レベルでは、大部分の実験:企業 もまた、"国 有独資企業"の 組織形態 を選んでいた。統冶構造

の限定的な修正では、この所有形態 は、動機づけや業績 に大きな影響 を持ちそ うにもない。

(2)こ れ ら企業の多 くは、取締役会の議長(董 事長)は 、経営最高責任者(総 経理)と 同一人で

あ り、取締役会のメンバーは、経営陣のメンバーとほぼ同一である。ほかの企業は、取締役会の

代 わりに、"党 ・経営最高責任者合同委員会"を 用いている。換言すれぼ、"内部者統制"問 題は、
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新 しい企業構造においてコントロールされていないのである。

(3)全 国56の 国家 レベルの実験企業集団 と地方レベルによって始められた企業集団のいくつかに

おいて、その経営管理チームは、主要子会社 ゐそれ と同 じである。統制権 を発揮する どころか、

これら企業集団の経営管理意思決定は、主要な子会社 によって支配されている。

(4)い くつかの部門において、国有独資持株会社(国 有資産管理機構)は 、"下属企業"に 対する

所有権 コン トロールを発揮するよう創設 された。 これら持株会社の多 くは、子会社 に前 もって与

えていた経営管理力 を再集中化 した。これら"下 属企業"の 取締役会は、名 目上存在するにす ぎ

ない。

(5)現 代企業制度 を実験する会社は、基本給 と業績を基 にしたボーナスの両方か ら成る経営報酬

制度 を導入 しようと試みた。 しかしなが ら、大部分の国有企業経営管理者は、経営者労働市場か

ら募集されていない。むしろ、彼 らは、上級主管部門によって任命せれている。加 えて、多 くの

企業は、依然 として独 占企業 として運営 されている。 このような状況下では、経営管理者の業績

を公正に評価することは、実際上不可能である。

(6)新 しく設立 された多 くの会社 においては、旧三委員会(党 委員会、労働組合、従業員代表大

会)が 、新三会(株 主総会、取締役会、監査役会)と 同時存在 している。 これ ら組織 の責任 とこ

れ ら組織 との問の関係 は、不明確であ り、内部矛盾を招 き、そ して意思決定 プロセスの効率性 を

減 じている。

皿.2国 有企業改革における未解決な理論的、法的諸問題

上述 した問題に対する重要な理由は、国有企業改革 に関するい くつかの基本的な理論的(経 済

理念的)お よび法的諸問題が、中国では未解決のままになっていることである。 これ らの諸問題

は以下の とお りである。

(1)"行 政的、規制的、社会的機能と企業の営利的機能 との明確な分離"は 、すべての国有企業 に

おいて達成され得 るという誤認識がある。実際には、国有企業は、2つ の矛盾する目的によって、

しばしば特徴づけられる。一方で、国有企業は、"公 共性"を 具有する。国有企業は、さなざまな

度合いまで、中央、あるいは地方政府によってコン トロール、あるいは監督 されてお り、これら

企業の行動は、政府の好みを反映する。これ らの好みは、独 占支配、就業創造、地域開発、戦略

産業への支援、消費者権利の保護、平等 な収入配分等 を含む。政府のコン トロールは、しばしば

強制的な生産 ・投資計画、価格統制、 目標 とされる分配、厳格な労働政策等の形態を取る。他方

で、多 くの国有企業は、"営 利性"を 具備する。これら企業は、多少の経営 自主権を享受 し、ある

程度の利潤動機をもっている。多 くの国の国有企業改革からの証拠は、次のことを示 している。

①国有の程度 と国家介入の程度 との問に明白な相 関関係がある。国有企業の所有の性質は、大い

に経営自主権の水準 を決定する。私企業 と同じ程度の自主権をもつよう、すべての国有企業に期

待す ることは、非現実的である。

②企業の経営 自主権 は、その利潤動機および金融遂行 と明確 に関係がある。多 くの国有企業は、

さまざまな政策制約 によって支配されてお り、従 って最大限の効率性 を達成することができない。

国有企業 は、ある程度の政府機能 を達成 しなければならないという事実 を所与のものとすれば、

国有企業 に財政的な利益 と損失 に対する十分な責任 を期待することは、さらに非現実的なのであ

る。

要するに、政府の機能 と国有企業の運営(す なわち、経済運営の完全な非政治化)の 完全な分
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離は、通常達成で きない。これは、すべての国有企業が同 じ程度の利潤動機 と経営 自主権 をもっ

ているといっているのではない。国有企業の利潤動機は、政府の 目的、政策手段、そして産業の

特殊事情に応 じて変わる。そμ故、異なった企業統冶構造が国有企業の異なった形態 ごとに考慮

されるべ きである。諸事情が変化するに従って、適切な企業統冶構造も変化する。

(2)学 界・お よび政策決定集団における今一つの誤認識 は・'すべての公共財、あるいは準余共財、

お よびサービスは、国有企業によって供給 されなければならないとい うことである。 しか しなが

ら、国際経験:によれば、政府 もまた、公共品の生産やサ「ビスを科企業へ移転することがで きる

ことを示 している。多 くの西欧諸国においては、伝統的に政府によって供給 されてきた、い くつ

かの公共財やサービスは、現在では、私企業によって供給 されてきてお り、かっては、"公 共財"

であったい くつかのものは、私企業 によって選ばれ、対価が支出され、そして供給 される、純粋

な私的財 とす らなっている。私企業がこれ らの財 とサービスを供給する時、政府はこれ ら社会的

目標 を達成するため、統制手段 を用いることができる。

(3)"会 社法"(公 司法)は 、すべての国有企業 に適用 されるべきであるということが中国国内で

広 く受け入れられているようにみえる。実際、国有企業は、政府企業(あ るいは政府現業)、 特殊

法人、政府 の資本参加 をとも'なった株式会社 を含 む、多 くの異なる形態をとっている。 中国の
"会社法"は

、有限責任会社 と株式有限責任会社のための法律 を含むものであるが、第3の カテゴ

リー(株 式会社企業)に のみ適用 されるべ きである。多 くの国において"特 殊法人法"(鉄 道、郵

便、通信、公共施設等のような部門において、公営企業 を統制する多 くの法律 によって しばしば

構城 されている)は 、特殊法人の形態 をとる大部分の国有企業のための主要な法的枠組みを規定

する。

(4)"現 代企業システム"め 現在の試みにおいて、"国 有独資企業"は 、大型国有企業の主要な形

態であるべ きだ と明白に思われている。それ故、現在の中国"会 社法" .は、国有独資企業 に関連

した法的問題 に主 として焦点を合わせている。 しか しながら、多 くの他国において、"公 営企業"

は、国有企業の主要な形態であり、これらは》法的に"特 殊法人"と 呼ばれている。

H.3国 有企業の分類

.上述に議論 した混乱の多 くは、国有企業の明確 な分類の欠如か ら生 じている。国内、お よび国

際経験の双方か らみると、ある国有企業に とって適 している改革戦略は、生産物の性質、市場条

件、そしてかれらが直面 している政策環境 として、他の国有企業にとって必ず しも適 していない

ことを示 している。国有企業 を創設する目的は、極 めてさまざまである。すべての国有企業 に単

一な戦略を一律に適用するζとは
、誤 りであるようにみえる。国際経験 に基づけば、国有企業は、

次の3つ のカテゴリーに分類 されると考える。

(1)政 府企業

これ らは、国有国営企業、公企業、政府現業 とも呼ばれている。 これら国有企業の主要な特徴

は、彼 らの財政運営が政府の予算システムの一部 として取 り扱われているということである。こ

れ ら国有企業は、行政上、政府 と結びつけられてお り、政府によって任命された高官によって運

営されている。 これ ら国有企業は、独立 した法的地位を有 していない。大雑把にいえば、.これら

の企業 は、公共財 とサービスの生産者である。彼 らは、財政遂行 に責任がない し、予算制約は柔

軟である。改革前の中国における国有企業は、このカテゴリーと類似 していた。
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(2)特 殊法人

い くつかの例外を除いて、これ ら特殊法人は、典 型的に政府 によって100%所 有 されている。 こ

れ らは、法人であ り、彼 らのために立案された特別法(例 えば、鉄道運営 を管理する法律、アル

コールやタバ コ製品の取引を管理する法律)に よって統冶 されている。 これ ら特殊法人は、独立

した組織構造 をもち、彼 らの財政運営 は、政府予算か ら独立 している。 これ ら特殊法人の大部分

は、準公共財、あるいはサービスの生産者/供 給者であ り、独占的性質を有する分野、あるいは

重要な外部性 をもった分野で運営されている。

(3)株 式会社企業

大部分の私的所有有限責任会社 として、国家から資本参加 を受 けている株式会社企業 もまた、
"会社法"の 下で設立され

、かつ運営されている。 これ らの会社 は、私企業と同じ程度の経営自主

権 をもっている。特殊法人との違いは、政府がその会社の株式のある程度のパーセン トを所有 し

てお り、時々は、大株主 として所有 していることである。 これ らの会社は、主 として競争的産業

に存在 している。

広い意味では、国有企業 は、中央政府、地方政府、お よびさらに下位の政府によって所有 され

ている。政府の各 レベルとも、 自分 自身の政府企業、特殊法人、株式会社企業を有す ることがで

きる。国家レベルの国有企業に関連す る大部分の問題 は、国家 レベル以下の国有企業 とも関連が

あるが、この論文では、前者に焦点を合わせる。

H.4国 有企業の二重性
"行政的

、規制的、社会的機能を企業 の営利的機能と明確 に分離"す ることは、すべ ての国有

企業において達成 され得るという誤った認識がある。実際 には、国有企業は、2つ の相反性 によ

って特徴づけられる。一方で、多 くの国有企業は、"公 共性"を 具有する。 さまざまな度合いで、

国有企業は、中央、あるいは地方政府 によって統制、監督 されてお り、 これ ら企業の行動は、政

府の好みを反映する。これらの好みは、独占支配、雇用創出、地域開発、戦略産業への支援、消

費者利益の保護、均等の所得分配等を含 むかもしれない。政府の支配は、しばしば、命令的な生

産 ・投資計画、価格統制、標的市場、強制的な労働政策等の形態をとる。

他方で、多 くの国有企業は、"営 利性"を 具有 している。 これら企業は、多少の経営 自主権 を享

受 し、ある程度の利潤動機 をもっている。多 くの国の国有企業改革か ら得 られる証拠は、以下の

点を示 している。

(1)国 家所有の程度と政府介入の程度 との問に確実な相関関係がある。国有企業の所有権 の性質

は、大いに経営自主権の レベルを決定する。私企業のように同 じ程度の自主権をもつ よう、すべ

ての国有企業に期待することは、非現実的である。

(2)企 業の経営自主権は、利潤動機及び財政遂行 と確実に関係 している。多 くの国有企業は、さ

まざまな政策制約に支配 されてお り、それ故、最大限の効率 を達成することができない。 もし、

多 くの国有企業がある政府機能を遂行 しなければならない とい う事実があるとすれば、国有企業

に財政上の損益に対する十分な責任 を期待することは、さらにまた非現実的である。

次の図は、政府支配(国 家支配 と決定的に関連する)と 企業の経営自主権(利 益 を追求する動

機/能 力 と決定的に関連す る)と の間、お よび政府支配(所 有権)の さまざまな程度をもった国

有企業の3つ の類型の関連と経営 自主権 との問に否定的な関係があることを示 している。
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図.政 府統制(国 有)と 経営自主権(営 利性)と の関係

国有の割合

政府統制の程度

経営自主権

営利性

政府企業 特殊法人 株式会社企業

要するに、政府機能と国有機能の運営(あ るいは、経済運営の完全非政治化)の 完全分離は、
一般的に、政府企業 と特殊法入においては達成することができない。国有企業の利潤動機は、政

府 目的や政策手段、およびその産業の個別状態に従って変化する。それ故、異なる企業統冶構造

が国有企業の異なる類型ごとに考慮 されるべ きである。状況が変化するにつれて、適切な企業統

冶 もまた変化する。

適切な国際経験:に基づいて、この研究は、中国の国有企業改革に関する上述の、い くつかの重

要問題に答えるごとになるだろう。この論文の重要な結論 は以下のとお りである。

国有企業 は、彼 らの生産物/サ ービス、共 同市場構造の諸類型 に応 じて3つ のカテゴリー、す

なわち、政府企業、特殊法人、そ して株式会社企業 に分類 されるべ きである。現在、国有企業部

門の改革において中国政府 によって進め られている"現 代企業システム"は 、国有企業のこれら

3つ の類型 を区別 していない。中国政府 は、非現実的にも、すべての国有企業が営利機能と政府

機能を分離することを求め、すべ ての国有企業に会社法 を統一的に適用 しようとしている。我々

の見解は、次のとお りである。中国における現実的な改革戦略は、国有企業の異なる類型 ごとに

異なる政策、法的枠組み、企業統冶構造を立案することである。

皿 国有企 業の根本的理由

皿.1政 府企業=公 共財とサービス

政府企業は、政府 によって所有 される企業であり、典型的に、直接に政府機関によって運営 さ

れる。これら企業の主要な目的は、非営利性、すなわち、公共財 とサービスを供給することであ

る。私的財 とサービスを供給する企業 とは対照的に、公共財 の利益 は"非 独占的"で ある。すな

わち、これら公共財 は、消費者が喜んで支払 ようとなかろうと、い くらかの消費者 によって享受

されることがで きる。私的財やサービスの消費として消費者 に課することは、事実上不可能であ

り、あるいは極めて高 くつ く。これは、"た だ乗 り"の 問題を引き起こす。個人では、このような

財やサービスを供給する動機 をもたないが、誰で もがそのような財やサービスを供給するよう他

人に期待する。このような場合、政府はこれら財やサービスの供給に責任を果たすべ きである。

これ ら財やサービスは、国家の安全 と経済の安定にとって欠 くことができない ものであり、経済
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活動の基本的なインフラス トラクチャーとして奉仕するからである。

私的財 と比較すれば、純粋 な公共財やサービスの数はむしろ限られている。公共財やサービス

の典型例は、国家防衛、公共保障、ラジオ放送とテレビ番組、い くつかの環境プロジェク ト、街

灯、巨視的経済の安定(財 政機能 と金融政策)、お よび公共知識 を創造する基本的研究を含む。従

って、政府企業の数 もまた限定されるべ きである。アメリカは、GDPの 点か らみて、国有企業の

産出量の最 も低い割合(GDPの1%)の 国の1つ である。そ し℃、国有企業の部門配分 は、大部

分の他諸国に関して、この"最 小範囲"(す なわち、公共財 とサービス)に 接近 している。

以下で論 じるように、公共財やサービスの非独占的性質のために、政府企業が彼 ら自身の損益

に対 し責任 をとることは不可能である。純粋な公共財の供給者 は、全 く所得 を生み出 さないか も

しれない し、その運営は政府によって資金提供 されるべ きである。換言すれば、 これ ら政府企業

における営利性 と政府機能の分離は、問題外である。

皿.2特 殊法人:独 占産業と外部性

特殊法人は、特殊法人 と政府 どの間の特別な財政的、規制的関係 を規定する特別法を通 じて立

法府 によ6て 創出された国有企業である。東京大学教授(現 東洋大学教授)・'植 草益の言葉 を借

りて言えぼ、特殊法人は次の条件を満たさなければならない。

(1)特 殊法人は、中央、あるいは地方自冶体 によって所有 され1特 鋼法 に従つて設立 される。

(2)特 殊法人は、財 とサービスの供給か ら収益 を生み出す。

(3)特 殊法人は、独立 した会計をもつ。

これら特殊法人は、典型的に、独占産業お よび重要な外部性 を必然的に含む産業に存在する。

多 くの部門における独 占は、規模の経済4)存 在による"自 然現象"で ある。例えば、独 占は、

しば しば、遠隔通信、電力、水道供給のような非常に費用のかかるネ ットワークを必然的に含む

部門において出現する。 これらの部門においては、生産規模が増大するにつれそ、使用者 ごとの

コス トは低下する。結果 として、一つの地域でこのようなサービスを供給することは、単一の供

給者にとって最 も費用効果がある。

消費者福祉 に関する自然独 占の否定的衝撃をコン トロールするためには(巨 視的経済学 は、r私

的独占は、 より高い価格 を求め、社会的最適よりもより少ない数量を生産すると教える)、多 くの

政府は、特殊法人 を通 じてこれ ら財 とサービスを供給することを選択する。これら事業 を所有す

ることによって、政府は少な くとも理論的には、社会福祉 を最大限にする目的に従 って量 と価格

を決定する。

公共独 占者 もある。い くつかの政府 は、収益 を生み出すために、ある特殊法人に独 占的地位を

与える。これら特殊法人は、低価格弾力性のある製品を生産 し、非常 に高い利益 を生み出す。例

えば、 フランス政府は、1674年 以来、 タバコ産業を独 占してきた。多 くの政府 は、砂糖(フ ラン

スとイタリァ)、塩(オ ース トリァ、イタリァ、日本)、 アルコール(ド イツ、フランス、カナダ、

アメ リカの多 くの州)'の ような部門で独占企業を経営 している。大部分の国において、郵便サー

ビスは特殊法人によって経営 されている。い くつかの国(例 えば、スイス)で は、政府が宝 くじ

を発行 した り、ギャンブル事業 を経営するために、特殊法人を設立 している。一方で、私企業に

これら事業に従事することを禁 じている。

他の特殊法人は、製品 とサニビスに"外 部性"を 与える。 このような製品は、それらの製品に

代金 を支払 う消費者ばか りでな く、代金を支払わない他の人'々にも利益 を生む。例えば、い くつ
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かの環境 プロジェク トは、投資企業だけでなく、地域の人々にも利益を与えるか もしれない。基

礎教育は、学生の雇用 と収入の見通 しを増加するか もしれないが、社会のモラル水準 と労働効率

性 を高めることにも役立つ。ある部・門は、他の部門 と強い前方(供 給)お よび後方(需 要)の
"連鎖"を も

っているか もしれない。そ して、これ ら部門における投資は、他 の部門(例 えば、自

動車、電力生産、重機械、飛行機、ハイテク防衛 プロジェク ト等)の 成長を増加 ざせるか もしれ

ない。 これ らの場合においては、投資の社会的利益 は個人的利益 よりももっ と大 きい し、個人投

資家は、これらの部門において、鹽過小投資する傾向がある.。この問題 にとりかかるため、多 くの

政府は、製品 とサービスの要求され た量 を供給するために、特殊法人を創設 した。

特殊法人の主要な特徴 は、 これ ら機関が営利的目的 と非営利的 目的を.もっているということで

ある。非営利的目的の例は、消費者利益 を守るために独 占的製品/サ ービスに対する価格統制を

行い、P十分な量 を供給するために、外部性をもった部門に投資することを含 む。一般的にいって、

これらの目的を満たす ことは、企業の収益性 を減 じることは避けられないであろうし、 また、 こ

れら企業 に損 をして経営することを強いることさえにもなるだろう。後者の場合には、政府は、

補助金を支給 しなければならない。それ故、これら法人 における営利的機能 と非営利的機能を分

離することは、非現実的で もある。

特殊法人は、多 くの方法で分類で きる。

(D特 殊法人の機能(独 占産業、公共 プロジェク ト「、ハイテクプロジェク ト、財政制度に適応 し

た政策等)に 従って区分できる。

(2)所 有制度 に応 じて・政府の完全所有、政府 と民間部門との共同所有、中央政府 と地方政府 と

の共同所有等 に分類できる。

(3)産 業の点か ら、営利的自然独占(例 えば、発電、遠隔通信、空港や高速道路等)、 限定 された

政府支援(例 えば、政府貸出)で 実行可能なプロジェク ト、お よび非営利的 プロジェク ト(空 港、

港湾、高速道路、地下鉄、い くつかの公益事業)に 分類できる。

西欧諸国において、』GDP(国 内総生産)の 占める国有企業のシェアの平均 は、約5%(フ ラン

ス、オース トラリア、イタウアは、さらに高いシェアを有 している)で ある。純粋 な公共財 とサ

ービスを供給 している、い くつかの政府企業のほかに、大部分の国有企業は、水道、電力、遠隔

通信、輸送、お よび公共住宅のような独占部門で存在 している。国有企業の より少 ない比率は、

競争的部門で存在する。日本 においては、大部分の特殊法人は、独占性質 をインフラス トラクチ

ャー部門で存在する7)。

特殊法人の重要な特徴 は、 これら特殊法人の総数は、管理可能 レベルでコン トロールされてい

るということである。 日本においては、国家 レベルで86の 特殊法人、地方レベルではそれ以上の

特殊法人がある8)。

皿.3株 式会社企業:競 争的産業

伝統的な微視的経済学は、競争的産業においては国家所有 を必要 としないと示唆 してい る。経

験的証拠 もまた、一般的にいって、私企業は、国有企業 よりも効率的に経営が行われると示 して

いる(よ り多 くの議論が後に続 くだろう)。にもかかわらず、発展途上国を含む多 くの国の政府は、

競争的産業の部門において多 くの企業 を所有、あるいは株式 を保有 し続 ける。これらの企業の大

部分は、株式会社企業の形態で存在する。

政府が競争的産業 に巻 き込まれる根本的理由は、多 くある。い くつかの重要 な説明は次のとお
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りである。

(1)性 質上は厳密 に独占的ではないけれども、・鉄鋼、石油化学、 自動車、造船、および生医学工

学のような多 くの部門は、多大な初期投資 を必要 とする。低開発資本市場 をもった発展途上国に

おいて、 これ ら産業 に投資することは、民間部門の能力をしば しば超 える。その上、多 くのプロ

ジェク トがかなりのリスクを含む長期間投資を必要 とする。結果 として、民間部門が、このよう

な部門に参入するには、限定された動機をもつ ことになる。この ような産業を発展 させるために

は(こ の ような"追 いつ く"動 機が望 ましいかどうかは別問題であ り、おそ らく政治的問題であ

る)、政府は、 もしそうでなければ発展 させるのに数十年以上 もかかるか もしれない、これら部門

に公共資源 を投資することを決定するかもしれない。

(2)高 い失業を避け、社会的安定 を維持するために、政府は損失を発生 している、あるいは破産

している私企業を救 うことを決定するか もしれない。1930年 代初め、多 くの西欧諸国は、 この理

由のために自動車、鉄鋼、造船産業において多 くの私企業を明確 に国有 した。例 えば、イタリア

政府は、1933年 、多数の倒産した私企業を買い取 るために持株会社IRI(産 業復興会社)を 設立 し

た。最近の例では、 フランス政府が2つ の大規模鉄鋼会社 と2つ の自動車会社を1970年 代後半 に

買い取 ったのがあげられる。1977年 と1978年 に、スイス政府 もまた世界で最大の民間造船会社 を

買い取った。

(3)い くつかの政府 は、消費者が相当多 く消費 し、十分に貯蓄 しない傾向があるので、消費者 は

しばしば近視眼的であると信 じている。この ような過剰消費は経済成長を制約 し、経済成長 を高

めるためには、政府は資源 を結集 し、生産部門に投資をする必要があるという結果になる。

経験的証拠 を用いてこれら議論の重要性 を実証することは難 しいが、競争的産業における大部

分の国の国有企業の結果は、彼 らの活動 は概 して同じ部門における私企業 よりも劣 っているとい

うことを示唆 しているようにみえる。たとえ上述 の議論は価値があるとして も、社会的費用一減

少 した効率性 と資源誤配分一 は社会的利益 よりも多 くな りがちである。過去20年 以上にわたって、

多 くの国(特 に先進国、さらには最近では過渡期 にある国において)は 競争部門において大多数

の国有企業を民営化 した。 これらの部門で最 も最後まで残っていた国有企業が民営化を通 じて改

革された し、あるいは改革 されつつあ り、究極的な民営化の過渡期のなかにあると考えられ てい

る。これらの場合において、競争部門における国有企業の存在の根本的理由は、次のようになる。

短期間における大規模 な民営化 は大規模 な失業 を生み出 し、および/ま たは民間資本は非常に短

期間では多 くの民営化 した国有企業を吸収する力がない。

V国 有企業の3類 型の政策環境

この章の論述は、5つ の側面に分けられる。すなわち、予算制約、製品市場における競争、所

有権の譲渡性、経営者労働市場、そして政府の介入/規 制である。多 くの研究は、国有企業改革

の成功は、多 くの内的、および外的な要因に依存 し、重要な外的要因は、確 固たる予算制約、製

品市場、資本市場における増加 した競争、経営者労働市場、減少 した政府介入 を含 むことを示 し

た。 しか しなが ら、これ らの研究は、国有企業の異なった類型に対する外的(あ るいは政策)環

境を区別することができず、上述 した原則はすべ ての国有企業に適用で きることを示唆 している

ようにみえる。この見方は、あまりにも単純す ぎてお り、異なった改革戦略が国有企業の異なっ

た類型に適した政策環境 を創出するために考慮 されるべ きであると信 じる。
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IV.1政 府企業

(1)予 算制約

堅固な予算制約は、企業の財政資源は資本市場から得 られた自分 自身の収益 と投資 によって制

約されるところの状捉 と蘭連する。政府企業に関 しては、その状況は正反対である。資金の源泉

の大部分は、政府予算か らである。それ故、政府企業の予算制約は、"緩 い"。 政府企業の緩い予

算制約は、公共財やサー ビスを供給する目的と一致す る。人は、公共財やサー ビスを請求するこ

とができないので、政府企業は典型的に収益 を生 まない し、政府積立金に応 じなければならない。

政府企業の政府積立金への信頼 によって、政府企業の経営管理者は、積立金の必要性を誇張する

ことによって"予 算 を極大化"す る傾向があ り、支出をコン トロールする動機 をもっていない。

こうした傾向を緩和するため、政府は新 しい予算技術(作 業別予算編成、ゼロ予算編成等を含む)

を用いたり、メカニズムを監視する(望 ましい支出を規定すること、会計監査 を強化すること等)

ことを制定 した。い くつかの場合 において、政府は競争入札を通 じて民間部門に公共財の供給 を

契約 してきた。

(2)製 品市場

民間部門は、公共財やサービスを供給する動機をもっていないので、それぞれの公共財は典型

的に特定地域 における1つ の政府機関によって供給 されてお り、製品市場 において市場競争がな

い。それ故、政府企業は、常態的にコス トを減 じた り、品質を改善するといった競争圧力下には

ない。結果 として、政府企業は、しばしば低生産性や粗末 なサービス品質を示す。政府企業に競

争を導入するため、3つ の方法が用いられて きた。

①子会社の活動を評価する時、監督庁 は類似企業 との生産性 と製品品質の比較を強調 し、この よ

うな活動 に基礎を置いた企業経営者を助長する。 もちろん、この方法は、製品が比較可能であ り、

製品品質が測定可能な場合 にのみ有効である。

②競争入札を通 じて契約制による競争の導入。先 に論 じたように、この方法は一つの限界 をもっ

ている。

③地方政府 との間の競争。 もしA場 所がB場 所 よりも低 コス トで高品質のサービス を生産するこ

とがで きるならば、B場 所にある企業や居住者 は、A場 所に生産を移動 させ る動機をもつだろう。

この傾向は、経営を改善するためにB場 所に対 して政治的(例 えばメディアを通 じて)、 および経

済的(例 えばB場 所は収益基盤を失 う)圧 力 をもた らす。競争のこの類型の有効性は、人口と資

本の移動性に依存する。

(3)所 有権の譲渡性

民 間部門は、公共財やサービスに投資することに興味をもっていないので、政府企業の財産権

は概 して譲渡することができない。民間部門と比べ ると、それ故、政府企業は、節度のための1

つの重要なメカニズム、すなわち資本市場からの競争圧力(乗 っ取 りの恐れ)に 欠けている。

(4)経 営者労働市場

政府企業の主要 目的は、非営利的商品とサー ビスを供給するすることであるので、その経営管

理者 は、政府の目的 と運営手続 きに精通 していなければな らない。経営者労働市場から手に入れ

られる経営者技術(す なわち、利益を生み出す技術)は 、政府企業にとっては適 していない。そ

れ故、政府企業の経営管理者は、典型的に政府か ら監督庁によって選任 される。

(5)政 府介入/規 制

特殊法人と株式会社 とを比較すると、政府企業への政府介入は、最 も広範囲である。政府企業
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の経営の様式は、大 きく2つ の類型に分類で きる。す なわち、政府の直接経営 と契約制である。

直接経営は、伝統的、かつ最 も一般的なアプローチである。直接経営の下で、政府は企業の生産

と投資計画を決定し、政府予算 に従って補助金を支出 し、そ して、企業の調達手続 き、価格、お

よび従業員の給料規模 と同様 に、雇用政策を規制す る。緩い予算制約の下で、高度の政府介入/

規制は、企業経営管理者の権力濫用を防ぐのに必要である。

IV.2特 殊法人

(1)予 算制約

政府企業 と比較すると、特殊法人が直面す る予算:制約は、 より堅い。 これは、これら特殊法人

によって供給 される製品やサービスは、基本的に私的財であ り、彼 らの収入源は主 として消費者

への製品やサービスの販売であることによる。政治的、経済的考慮(例 えば、国家防衛、資本市

場の未発達、独 占支配等)に 基づ くと、政府はしばしば特殊法人を設立するため初期投資をする。

特殊法人が運営 されるようになった後は、政府 は、 これら特殊法人が彼 らの販売収入で経営 を維

持することができ、そ してこれら特殊法人からの利益送金を受けることさえも望む。

理論的には、設立された特殊法人は、 もし、彼 らが政府か ら補償(例 えば、補助金)を 受 ける

べ きであるところの非営利的 目的を政府が課するのでなければ、その損失に責任 を負 うべ きであ

る。実際、特殊法人 と政府 との関係は、非常 に複雑 となるだろう。い くつかの特殊法人は、営利

と非営利の両方の目的 を満たさなければならない し、価格、調達、雇用等 に関す る政府規制 に支

配される。それ故、それぞれの政府介入と企業の財政活動 との問に正確な関係 を確かめることは

極めて困難である。

独立部門における国有企業改革の西欧諸国からの経験:は、業績契約や経営契約 は、緩い予算制

約 の問題を和 らげるのに役立つことを示 している。理想的な契約 においては、政府は、不必要な

介入を最小化 し、企業のコス トと利益についてそれぞれ課せ られた政府 目的の衝撃を確定 し、そ

して、補償メカニズムを規定すべ きである。 もちろん、これらの方法のどれも万能薬ではな く、

その成功は多 くの要素 に支配 される。特殊法人を規制する と同時に、効率性 を達成する方法 は、

依然として大 きな未解決な問題であるとい うことがで きる。

(2)製 品市場

大部分の特殊法人は独占部門で運営 されているので、その製品市場 における競争は弱い。 これ

は、この企業類型の主要な欠点の1つ であ り、その ことは技術革新、品質改善、 コス ト削減に対

す る低い動機へ と導 く。一般的にいって、この問題を和 らげるために2つ の方法がある。すなわ

ち、①民間投資家に市場参入を許すこと、②国内市場を外国投資家 と競争相手に解放すること。

(3)所 有権の譲渡性

独 占産業 における企業は、 しばしば大 きな初期投資 を要するので、資本市場が弱い発展途上国

においては、民間部門参加の可能性は比較的小 さい。

(4)経 営者労働市場

特殊法人の経営管理者は、取締役会によって任命 される。これ ら経営管理者は監督庁か政府の

他部分か らの出身であることができる。 しか し、最善の方法は、特殊法人が営利機能を大いに遂

行するために、経営者労働市場か ら有能で経験:豊かな経営管理者 を募集することである。

(5)政 府介入/規 制

政府企業(株 式会社企業)と 比較すると、特殊法人はより少 ない(よ り多い)厳 重 な政府 コン
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トロール、あるいは介入によって支配されている。典型的な政府 コン トロールは、利潤差額、指

値、数量 目標、流通経路、生産物標準等についてのコン トロールを含む。西欧諸国の国有企業改

革からの経験は冠業績契約や経営契約 は企業所有権を変更することな しに政府の介入を減 じるの

に役立つか もしれない。成功 した契約 は、経営業績の評価 を促進 しなが ら、 これ ら企業の営利 的

目的と非営利的目的を区別する傾向にある。

】V.3株 式会社企業

(1)予 算制約

政府企業や特殊法人 と比較すると、政府の資本参加 を伴 った株式会社企業は、最 も堅固な予算

制約に支配されている。通常 は、政府は株式会社企業に非営利的機能の遂行 を要求すべ きでなく、

そ して、これら株式会社企業は、損失の場合 に補助金、あるいは政府の特恵待遇 を要求するいか

なる弁解 ももっていない。株式会社企業が破産する時には、政府の責任は、その企業に拠 出した

株式の総計に限定 される。換言すれば、政府はその企業の生 き残 りを保証する責任 を負わず、 も

しその企業の経営がまずければ、経営管理者 と従業員の雇用保証は危 うくなるであろう。

この堅固な予算制約 は、有利な政策のために政府 と交渉することよりもむ しろ、経営管理者や

従業員が効率性 と競争を改善するための強い動機 をつ くり出す。

(2)製 品市場

我々の考えは、政府資本参加を伴 った株式会社企業は主 として競争部門に存在すべ きであると

いうことである。 もし、このような株式会社企業が高い生産 コス トと低 い製品品質でまずい経営

が行われるならば、その企業は競争 において営利的に生 きていけないだろう。生 き残 り、 さらに

発展するために、企業は経営 を改善すべ き努力 をしなければならない。換言すれば、競争市場 は

改善 した経営業績 を確実にするための今1つ の重要な外部条件なのである。

(3)所 有権の譲渡性

定義により、株式会社企業の株式は譲渡可能であるべ きである。この譲渡性は、2つ の局面か

ら、企業行動 にとって今1つ の重要な節度 を与える。すなわち、① たとえ、企業の所有権が非常

にさまざまであるとしても、資本家はその企業の活動が順調にみえる時 には、株式を買 うことに

よって、また悪 くみえる時には株式を売 ることによって、なお も"力 を込めて投票する"こ とが

で きる。まずい経営業績の明確な兆候である、株式の大幅な売 りの場合 には、経営管理者 は職 を

失うだろう。②会社がまず く経営 されている時には、その株式はその会社の発展可能性に関 して

実際よ りも低 く評価 される傾向にあ り、投資家による乗っ取 りが起 きそ うである。両方のメカニ

ズムは、その会社の財政活動を改善するため、経営管理者の動機づけを増す。 もちろん、 これら

の機能 を遂行するための資本市場 における基本的条件は、会社 の株式は市場 において取 り引きさ

れなければならないとことである。

(4)経 営者労働市場

株式会社企業 の経営管理者 は、経営者労働市場か ら募集されるべ きである。経営者労働市場の

存在 は、成果のない経営管理者達への主要 なおどしである。市場におけるよりよい候補者の圧力

は、その会社 のために働 く現職者の動機 を強 くする傾向がある。にもかかわらず、主要な会社経

営者のための資格がある候補者がめったにいないので、経営者労働市場は しばしば不完全である。

そういう事情だから、経営者労働市場によって供給 される制御は限られるだろう。

(5)政 府介入/規 制
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政府介入は、政府企業や特殊法人 と比べて最小限である。政府は、同じ部門にある私企業 に対

してすると同 じ方法で国家所有権 により株式会社企業 を規制する。取締役会 によって任命された

経営最高責任者が管理 ・運営する。政府は、所有者 として、主 として経営活動に関し"意 見 を表

明"す るための方法 としてポー トフォリオ管理 を用い る。すなわち、競争的産業において株式会

社の所有持分をする政府の目的は、キャピタルゲイン(資 本利得)で ある。会社の経営が悪いと

認める時は株式を売却 し、逆にうまくいっている時は株式を買 うのである。

V国 有企業 の3類 型の企業統冶

V.1政 府企業

政府企業の企業統冶構造は、政府の内部統冶構造 と同 じである。

(1)所 有者代表

監督政府機関、例 えば政府直系の省(国 有資産管理部門)は 、国家の代表 として仕える。

(2)取 締役会

政府企業は、取締役会 を要求 しない。いくつかの場合、経営協議会、あるいは委員会が形成さ

れることがあるが、これらは企業の所有者 を代表 しない。

(3)経 営者の源

監督機潤 によって任命 される。

(4)経 営者の報酬

公務員 と類似する。経営者の主要な動機は、政府官僚制における昇進である。民間部門、ある

いは株式会社で用いられている、い くつかの業績メカニズムは取 り入れられることができるが、

経済的収入は、一般的に政府企業において経営者 に対する主要な動機ではない。

V.2特 殊法人

(1)所 有者代表

所有者代表は、責任 を確実 にするため に"人 格化"さ れるべ きである。例 えば、オース トラリ

アやニュージラン ドでは、国有企業 における国家所有権の代表は、特別部門を管理 している担当

大臣であ り、時々、大蔵大臣とともに共同管理 している。 日本では、特殊法人は、任命 された直

系の省(い くつかの場合 には、1つ 以上の省)が 責任 を負 う。アメリカでは、連邦 レベルでの特

殊法人(例 えば、F.D.1.C(連 邦預金保険会社)、 輸 出入銀行)は 、議会の特別委員会であるといわ

れている。

(2)取 締役会

もし、国家が当該法人の唯一の所有者であるならば、国家の代表は取締役会 を任命する。 もし、

他の所有者 も含 まれるならば、彼 らの関心事は、取締役会で代表としても選出されることである。

特殊法人の設立 に関する法律 によって規定 される範囲内では、取締役会は、当該法人の運営 に関

する最高意思決定機関である。 とりわけ、取締役会は、その法人の内規 を定め、事業 目的を決定

し、投資決定 を精査、認可 し、運営を決める。取締役会のメンバーは、現職および前任の省高官、

あるいは適切な運営経験:のある別の専門家である。一般的に、取締役会のメンバーは、パー トタ

イムで働いた り、主要 な政策問題 を決定するために、年6-12回 会合する。政府が特殊法人に影

響 を与えるために用いる重要なコントロールメカニズムは、取締役会のメンバー(議 長を含む)

の任命である。

(3)経 営者の源
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経営管理者 は、取締役会 によって任命 される。彼 らは、可能な時はいつでも経営者労働市場か

ら募集 されるべ きである。

(4)経 営者の報酬

経営者 の報酬 は、市場たおいて競争によって決め られるべ きである。すなわち、それは少な く

とも同一部門における私企業の経営管理者のそれと比較 されるべ きである。そうでなければ、特

殊法人は、最優秀の経営管理者の興味を引 きつけることができない。動機づけを与 えるメカニズ

ムは、経営管理者への業績に基づ くボーナスお よび株式の授与権、あるいは自社株購入券 を含め

ることがで きる。業績契約は、経営業績の公正な評価を促進するための営利的 目的と非営利的 目

的を区別することを試みるべ きである。

(5)特 別調査員

中国の経験:では、党委員会 と従業員代表会議は、節度ある経営行動 にとって有効なメカニズム

でないことを示 している。第9回 人民大会以後、中国政府 は、大規模国有企業の経営 を監視する

ため、"特別調査員"制 度を創設 した。これら特別調査員はその法人の日常の運営 をじゃまするこ

となしに、国有企業管理者の財政 ・会計規則によった服従 を検査 した。我'々の考えは、政府企業

は第一 に政府機 関として経営 されているので、政府企業に特別調査員 を送る必要はないというこ

とである。

株式会社企業にとって、株式市場、経営者労働市場、そして経営報酬 に基づいた市場は、節度

として役立つので、特別調査員の必要性はないように思 われる。 この制度 は、市場節度が極めて

不十分である特殊法人にとって最 もふさわ しいようにみえる。

V.3株 式会社'

国家所有権 をともなう株式会社 の企業統冶構造は、国家所有権をともなわない株式会社 と全 く

異なるべ きではない。株式会社の両類型は、会社法に従 って体系化 され、政府か ら独立 して運営

されるべ きである。株主総会(国 家の代表 を含む)は 、主要政策の多 くについて最終的な権限を

もち、取締役会は他の主要な政策を決定 し、経営陣は 日常の運営に責任 を負 う。政府は、取締役

会における代表を通 じてのみ当該企業の運営 に影響を及ぼす。

(D所 有者代表

国家所有権 は、国家持株会社 によって代表 され得る。大部分の株式会社 において、政府(持 株

会社 を通 じて)は 、大多数株式 をコン トロールすべ きではない。む しろ、国家は、経営能力や動

機づけのメカニズムを含みなが ら、民間部門参加に関するフリー ・ライディング(た だ乗 り)の

利益 を最大化すべ きである。

中国では、政府は多 くの株式会社の70%以 上の株式を所有 し、過度な介入の言い訳 としてこの

大多数の株式 を行使する傾向にある。他方、国家の利益 は、取締役会において強力 な代表がない

ため効果的に保護されていない。

(2)取 締役会

国家は、その保有株式に応 じて取締役会 を任命する。その取締役会 は、"社 外'取 締役(経 営専

門家)を 引き寄せるよう試みるべ きである。取締役会 は、経営陣を任命 し、主要な政策を決定し、

経営者の運営 を監視す る。政府株式 をともなった株式会社の意思決定手続 きは、民間部門によっ

て完全 に所有 される株式会社 と違 うべ きではない。

(3)監 査役会

多 くの西欧諸国において、取締役会は意思決定 と経営監視の両方に責任 を負う。中国会社法は、
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取締役会 は意思決定 に責任を負い、監査役会は経営行動の監視 に責任 を負 うことを規定する。そ

れ故、典型的な中国株式会社は、株主総会、取締役会、監査役会、経営陣とい う"四 会制"に よ

って統冶されているだろう。い くつかの実験的企業か ら得 られる予備的な証拠によれば、このよ

うな制度は、ほとんど効果的に作用 し得ない。我々の提案は、取締役会は、意思決定と職務監視の

両方を遂行することが許されるべきであり、監査役会は廃止されるべきであるということである。

(4)経 営者の源

株式会社の経営管理者は経営者労働市場 から募集されるべ きである。

(5)経 営者の報酬

経営者の報酬は、市場において競争によって決定されるべ きである。動機づけのメカニズムは、

業績に基づいたボーナスや経営者への株式授与権、あるいは自社株購入権 を含めることがで きる。

V【 国有企業 の3類 型の法律枠組み

この章では、国有企業の3類 型の適切 な法律枠組みを論 じる。我々の焦点は、特殊法人である。

V【.1政 府企業

法律的にいうと、政府企業は政府機関 と同等ではない。政府企業の運営は政府部門を統冶す る

法律や規則に従って行動 しなければな らない。特に、予算法は、予算化過程 において政府企業 に

適用されるべ きである。特殊法人や株式会社 を統冶する法律は、政府企業 に適用 しない。

V【.2特 殊法人

特殊法人は、2つ の特徴をもっている。1つ は、組織であ り、今1つ は独立的地位 である。1

つの組織 であるので、個人 とは異なる。独立 しているので、市民権 を実行 し、市民の義務 を果た

す能力 をもつ。大部分の国有企業は、法人格の基準を満たす。例外 としては、唯一、政府企業が

あ り、政府企業は政府に統冶されているか らである。

法人は、公法人 と私法人に分けることがで きる。公法人は公益を追求する もの、すなわち公法

に従って設立され、政府の機能を請け負 うものとして定義づけされることがで きる。私法人は私

益(あ るいは、組織利益)を 追求する もの、すなわち私法に従 って設立され、営利機能 を引 き受

けるものとして定義づけされることがで きる。国際的慣習によれば、会社法は、私法(民 法、企

業法)に 属する。それ故、会社法に基づいて設立された企業は、私法人である。

多 くの西欧諸国において、純粋 な公法人(政 府組織)と 純粋 な私法人 との間に、い くつかの中

間形態の法人がある。中間形態の法人は、政府機能 と営利機能の両方を遂行 し、それ故、特殊法

人 として呼ばれ、一連の特別法によって統制 される。現在 は、特殊法人 は中国には存在 しない。

しか しなが ら、我々の研究や他の学者の研究は、中国の最大規模 の企業は、特殊法人の形態をと

るべ きだと提案する。
"特殊法人"と して設立 された公法人 と会社法に従

って設立 された普通法人(有 限責任会社、

あるいは株式有限責任会社)は 、両方 とも法主体であるけれども、その法的地位は、性質におい

て異なる。普通法人の法的地位は、政府によって決定 された り、あるいは変更 されることがで き

ない。それは、通常、株主の異なった集団によって所有 され、その設立によって自動的に法人 と

なる。

しか しなが ら、特殊法人が、法人 としてその地位 を与 えらるか どうかは、政府の決定に従属す

る。これが、正確 に、公法人が"特 殊法人"と 呼ばれる理由である。中国において、国有独資企

業 を"会 社法"の 統冶に従属させることは、この基本的な相違 を見落 とす こととなる。
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特殊法人を統冶する法律 は単一法ではな く、多 くの法律 の集合である。多 くの西欧諸国におい

て、議会、あるいは国家および地方集会(審 議会)は 、特殊法人の形態で国有企業 を創設するた

め、これらの法律 を可決する。い くつかの国において、設立、再構築、事業範囲における主要な

変化は、新法、あるいは以前の法律の修正 という形態で関連する立法府によってすべて認可 され

ている。典型的な特殊法人に関する法律 は、特に、以下の点を含む。

(1)企 業の事業 目的、事業範囲、および開発計画

(2)企 業が従う法律および規則

(3)報 告手続 きを含む関連政府機関との関係、企業 と監督庁 との財政的関係

(4)経 営委員会、あるいは取締役会の構造 を含む当該企業の企業統冶、経営最高責任者の選定手

続 き、お よび意思決定手続 き

(5)資 本構造 、会計手続 き、および情報開示規則

VI.3株 式会社

中国の会社は、会社の2類 型を含む。す なわち、有限責任会社 と株式有限責任会社である。上

記で論 じたように、 この法律 は、特殊法人 となるべ き企業 には適用 されるべ きでない。それは、

主 として、純粋 に私的所有権の株式会社か、政府資本参加 をともなった株式会社 に適用 されるべ

きである。我々は、会社法は次の方法で改正 されることを提案する。

(1)国 有独資企業 を会社法からその条項をはずすこと。

(2)政 府企業 と特殊法人を除いて企業だけに適用 されることを明確 にするために、会社法の定義

を再定義すること。

(3)株 式会社の企業統冶構造 と監視メカニズムを変更すること。特 に、我々は、監視機能は取締

役会に与 えられること、監査役会 を設ける要求を削除す ることを提案する。

おわ りに

中国国有企業改革は正念場 をむかえている。本稿 で紹介 した研究報告は、まず単一モデルで国

有企業部門を改革することは大 きな誤 りであ り、国有企業を3類 型一政府企業、特殊法人、株式

会社企業一 に分類 し、それぞれの類型毎に果たすべ き役割を割 り当てるべ きだ と説 く。次 に、異

なった法律枠組みが国有企業の3つ の形態 に適用 されるべ きであると主張する。そして、さらに

異なった企業統冶構造が国有企業の3つ の異なる形態に適用 されるべ きだ と述べる。この研究報

告で明らか にした政策的提案は極めて有益であり、実行されるべ きだと思う。

中国国有企業 は工業生産全体 に占めるシェアが1980年 には78%を 占めていたが、1997年 には

28%と 急落 し、その経済単位 としての地位 は大幅 に低下 した。 しか し、国有企業は社会主義体制

を支 える 「公有制」の柱である。今後、社会主義市場経済体制がどのような方向に進展 してい く

のか完全な予測は難 しいが、 どの ような方向に進むにしろ、国有企業改革は、中国政府 にとつて

残された大 きな課題の1つ であることは間違いないであろう。
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生は、大連市の国有企業訪問の労をとって くださり、かつ同行 して くれました。国有企業の現場
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本稿は、このような先生方のご指導 とご支援によって完成されました。改めてここに記 し、厚
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[注]

1)こ の決定は、『人民 日報』(1999年9月27日)一 面で報 じられている。この 日本語翻訳文が 『北

京週報』に掲載 されてお り、本稿では、主 としてこの翻訳文によっている。全文は、『北京週

報』[1999]NO.42、18-30頁 を参照されたい。

2)調 査対象企業の下崗労働者数は87万6千 人で、うち国有企業は73万7千 人、国有持株企業は11

万5千 人、両者の合計は85万2千 人(全 下崗労働者数の97.3%)に お よぶ。詳 しくは、孟 建軍

[1999]、99頁 参照。

3)、4)こ の点について、都 は、「武漢市企業調査」及び 「海外経済協力基金開発援助研 究所調査」

のデータを用いて実証的に分析 している。都 仁平[1999]、29-35頁 参照。

5)例 えば、国土資源省は、不動産規則 を拡大 し、国有企業がその有する土地 を売った り、あるい

は賃貸することによって資本を得、これを負債に充当できるとするなど、政府としても国有企

業改革の円滑化 を後押 しするさまざまな施策を計画 している。ChinaDaily,December7,1999,p.3。

6)本 稿では、英語版"Co!porateGovemanceandSOEsRefo㎜inChina"を 翻訳 したが、この中国

語版 『中国国有企並改革与法人治理 拮椈』が同一の著者によって発行されている。その内容

はほぼ同一であるが、英語版では一部内容が省かれている。その理由 として、于立教授は、英

語版は外国人向け用に書かれた ものであるといっている。

7)、8)日 本では、特殊法人とは、広義には特別の法律 に基づいて限定数設けられる法人のことを

いうが、狭義には 「法律 により直接 に設立 される法人又は特別の法律 により特別の設立行為 を

もって設立すべ きものとされる法人」のことをいう。従って、特殊法人は、地方 自冶体が出資

することはあっても、国家 レベルで設立 されるものであ り、その業務が企業的経営 になじむも

のであ り、通常の行政機関に担当せ しめては、各種の制度上の制約か ら能率的な経営が期待で

きない とき等 に設けられる。1999年3月1日 現在、特殊法人数は81法 人ある。総務庁行政管理

局監修 『特殊法人総覧』[1999](財)行 政管理研究センター、589-593頁 。
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